
【現　行】特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合、市町村は年金保険者に通知し、特別徴収を停止
【改正後】特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合においても転出した日の属する年度中の特別徴収を継続

（翌年度の以降の取扱いは、下の通り）

1 ／ 1 4 ／ 14 ／ 1 10／ 1 1 ／ 1 10／ 1
当該年度（課税主体：A市）

（転出）

① 1 ／ 1 ～ 3 ／31に転出

・当該年度の初日において当該市町
村の区域内に住所を有しない場合

A市

（当該市町村）

B市 ○　本徴収を行わない【法第321条の 7の 9第 1項（新設）】
　（※年度前半の仮徴収は実施）

○　年税額から仮徴収額を控除した額を当該年度の後半に普通
徴収する【法第321条の 7 の 9 第 2 項（新設）】

1 ／ 1 4 ／ 14 ／ 1 10／ 1 1 ／ 1 10／ 1

当該年度（課税主体：A市） 当該年度の翌年度（課税主体：B市）

（転出）

・当該年の翌年の 1月 1日において当該市町村
の区域内に住所を有しない場合

A市
（当該市町村）

B市
○　当該年度の翌年度の仮徴収を行わない
【法第321条の 7の 8第 1項】

○　市町村は、転出前に仮徴収額の通知を
行った場合においては、仮徴収を行わない
旨を通知【法第321条の 7の 9第 3項（新設）】

○　特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合においても当該年度中の特別徴収を継続することとする。

② 4 ／ 1 ～12／31に転出

⑵市町村外転出時の特別徴収の継続


